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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金12円 総額1,026,491,016円

ロ 効力発生日

2025年６月25日

第２号議案 定款一部変更の件

業務の効率化を図ることを目的として、2025年７月１日付で現行定款第３条に定める本店の所在地を

「愛知県名古屋市」から「東京都港区」へ変更するものであります。

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

坂井 徹、柏女 霊峰、佐竹 康峰、後藤田 由紀、勝又 英博、ロバート アンソニー クリソル サラザ

ール、藁谷 友紀を取締役(監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

なお、柏女 霊峰、佐竹 康峰、後藤田 由紀、勝又 英博、ロバート アンソニー クリソル サラザール、

藁谷 友紀は社外取締役であります。



(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

608,936 13,246 893 (注)１ 可決 94.18

第２号議案
定款一部変更の件

619,690 2,487 893 (注)２ 可決 95.85

第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
７名選任の件

(注)３

坂井 徹 593,151 29,024 893 可決 91.74

柏女 霊峰 615,067 7,109 893 可決 95.13

佐竹 康峰 614,080 8,096 893 可決 94.98

後藤田 由紀 618,053 4,123 893 可決 95.59

勝又 英博 614,181 7,995 893 可決 95.00

ロバート アンソニー
クリソル サラザール

614,033 8,143 893 可決 94.97

藁谷 友紀 613,975 8,201 893 可決 94.96

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計

算しています。


